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大竹市一般廃棄物処理基本計画の見直しについて（答申） 

 

  

平成２９年８月４日付け大市環第６１号で諮問のあったこのことについて，当審

議会において５回にわたり慎重に審議した結果，次のとおり答申します。 

なお，今後の基本計画の改定，及び改定後の基本計画への取組にあたっては，本

審議会の意見等を十分に留意のうえ，計画の適切な推進に努めるよう，併せて申し

添えます。 

 

                  記 

 

 

１．「事業系ごみ」に係るごみ処理手数料の見直しについて 

事業系一般廃棄物については，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第３条第

１項の規定により，排出事業者は，その事業活動に伴って生じた廃棄物について

は，自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。 

このため，国は，平成２５年４月，「一般廃棄物処理有料化の手引き」の中で，

事業系一般廃棄物については，自治体において処理する場合であっても，廃棄物

の処理に係る原価相当の料金を徴収することが望ましく，また，中小企業対策や

地域産業の支援の観点から，低額の料金水準に設定した場合には，できる限り自

治体の財政的な負担を軽減するための取組について求めるよう示しています。 

併せて，近隣自治体の料金水準と大きな差がある場合，自治体間の廃棄物の流

出入が懸念されるため，その対策等について検討の必要があることも示している

ところです。 

 

こうしたなか，本市においては，近年，「家庭系ごみ」の排出量は，着実に減少

していますが，「事業系ごみ」の排出量は，年々，増加する傾向にあります。 

その要因として，本市におけるごみ処理に係る処理原価は，平成２７年度の実

績では，１０㎏当たり６６３円を要するなか，市が，平成２５年１０月に「家庭

系ごみ」のうち「可燃ごみ」及び「粗大ごみ」にごみ処理手数料を導入したこと

で，「家庭系ごみ」では，平成２７年度のごみ処理単価に対する手数料の負担率は

１０.９％と高くなっており，県内１４市のうち中位の水準となっています。 



 

一方で，「事業系ごみ」に係るごみ処理手数料については，平成１７年４月に，

１０㎏当たり５０円から１００円に改定以降，１２年間据え置かれており，「事業

系ごみ」では，平成２７年度のごみ処理原価に対する手数料の負担率は２１.８%

であり，県内１４市のうち３番目に低い水準となっています。 

また，近隣の廿日市市・岩国市・和木町では，この間，「事業系ごみ」に係るご

み処理手数料が，それぞれ１０㎏当たり１５０円に改定されており，国が指摘の

近隣自治体から本市への廃棄物の流入が懸念されるところです。 

 さらに，事業者は，「事業系ごみ」の排出にあたり，一般的には廃棄物収集・運

搬許可業者に年間契約という形で委託しており，排出量の増減にかかわらず，委

託料は一定となっています。 

そのため，廃棄物の資源化によるごみの減量へのインセンティブが働きにくく

なっていることも，「事業系ごみ」の排出量増加の主な要因として挙げられます。 

 ついては，本審議会として，① 排出事業者の廃棄物処理責任  ② 「家庭系ご

み」とのごみ処理手数料のバランス  ③ 近隣自治体との「事業系ごみ」に係るご

み処理手数料のバランス ④ 排出事業者の「事業系ごみ」の減量化へのインセン

ティブの発揮等の観点から，現行の「事業系ごみ」に係るごみ処理手数料の改定

及び徴収方法等について，次のとおり提言します。 

 

ごみ処理手数料については，現在，計量方式による従量制で実施している１０㎏当た

り１００円の手数料額を１５０円に改定することを求めます。 

なお，改定の時期については，事業者等を対象とした事前の説明会を開催のうえ，早

期に実施することを求めます。 

併せて，近年，「事業系ごみ」の排出量が増加傾向にあるため，より積極的に減量化

を推進する観点から，新たに「事業系ごみ」への「事業系指定ごみ袋」の導入を求め，そ

の際，指定ごみ袋のサイズについては，他の自治体の導入状況を参考に４５ℓ及び７０ℓ

の２種類とすることとします。 

また，「事業系指定ごみ袋」の価格については，ごみの組成調査から，既成の４５ℓサ

イズの指定ごみ袋の容量を約６㎏とみなし，今回，改定予定の従量制による１０㎏当た

り１５０円の手数料額を基準として換算した額に，製造・流通経費を加え，４５ℓサイズ１

枚当たり１１０円，７０ℓサイズ１枚当たり１６０円とすることを求めます。 

なお，「事業系ごみ」の排出に当たっては，事業者自らの再資源化を促し，「事業系ご

み」の排出抑制を図る観点から，原則，ごみを適切に分別のうえ，それぞれのごみの区

分ごとに新たに導入の「事業系指定ごみ袋」を使用して排出することとし，「粗大ごみ」な

どの「事業系指定ごみ袋」に入らない廃棄物の場合，計量方式による従量制により排出

する取扱いとすることを求めます。 

 

２．ごみの分別方法・区分の見直しについて 

現在の分別方法は，ＲＤＦ化施設での処理に適応し，かつ，ごみの有効利用を

促進することを踏まえて設定しています。 

特に，「プラスチックごみ」については，「資源ごみ」の一つと位置付け，「トレ

ー・その他のプラスチック製容器包装ごみ」という名称で分別収集し，委託処理 

による資源化を行っています。 



 

平成３１年度以降，廿日市市との広域での「可燃ごみ」の処理方式が，焼却方

式への変更となることを踏まえ，「プラスチックごみ」の分別，処理方法について，

次の３案について検討を行いました。 

（１） 一部の「硬質プラスチックごみ」を，「可燃ごみ」とする。 

（２） 「プラスチックごみ」のすべてを，「可燃ごみ」とする。 

（３） 現行の分別を，引き続き継続する。 

 

その結果，資源化が可能な「プラスチックごみ」と資源化できない「プラスチックごみ」と

の明確な判別が困難であること，運搬量の増加に伴う経費の増加が資源化による経費

の削減を上回ること，「プラスチックごみ」が焼却されることでリサイクル率が低下すること

などから，分別方法については，現行の取扱を継続することが最も効果的であるとの結

論としました。 

なお，これまでＲＤＦ化には不適との理由から，「もやさないごみ」の区分としていた品

目について，今後，焼却方式に変更するまでの間に分別の見直しを行う必要があるもの

と考えます。 

 

３．効率的なごみの減量・資源化の取組について 

効率的なごみの減量・資源化に取り組むため，「せん定枝等」を，平成２５年度

から「資源ごみ」として位置付け，新たに月１回の「せん定枝等の日」を設けて

収集・処理を行っています。 

「せん定枝等」の対象については，「せん定枝」，「落ち葉」，「枯れ葉」，「庭等の

草花」としていますが，「庭等の草花」は土の混入が多く，除去作業が困難であり，

また水分が多く，軟質であるため，破砕処理に適さず，チップ状にならないなど

の課題が挙げられます。 

 

こうしたことから，「せん定枝等」としての処理の支障となる「庭等の草花」については，

資源化の対象物から除外し，「可燃ごみ」として取り扱うことを提言します。 

 

また，各家庭からの「せん定枝等」の排出量は，各家庭からのごみ総排出量の

約１.５％程度であり，現行の月１回，「せん定枝等の日」として設定の排出日が，

広く市民にとって有益なのかとの懸念が考えられます。 

 

 このため，現行のごみ排出日への「せん定枝等の日」の設定の必要性の有無につい

て検討されることを提言します。 

 

次に，「衣類」の資源化については，リサイクルセンターへの直接の持込みに限

定していることから，排出の機会が少なく，加えて取扱業者が減少していること

などが課題として挙げられ，安定した資源化の支障となっています。 

 

現行の収集スケジュールでは，新たに「衣類」のごみ排出日を設けることが困難なこと

から，市による「衣類」の資源化への取組については，現行のままとし，市民一人ひとり



 

が，様々な機会を通じてリユースの活動に積極的に取り組み，ごみの減量化を図ること

を提言します。 

最後に，今回の答申にあたり，下記のとおり意見を付しますので，今後の基本計画の

改定及び改定後の基本計画の推進にあたり，併せて配慮するよう提言します。 

 

［ 付帯意見 ］ 

１ 「事業系ごみ」に係るごみ処理手数料及び徴収方法の改定にあたっては，事

前に事業者等を対象とした説明会を開催し，過去の経緯を含め，ごみの処分に

要する経費，処分方法及び事業所のごみの分別方法などについて，あらかじめ

事業者に対して周知し，一定の理解を得たうえで改定する必要があると考えま

す。 

２ 平成３１年度から実施の廿日市市との「可燃ごみ」の広域処理にあたり，「可

燃ごみ」の取扱について，精査する必要があると考えます。 

 現行のＲＤＦ化施設では「もやさないごみ」に該当するごみの品目について，

焼却処理施設での「可燃ごみ」としての処分の可否等について見直しを行い，

従来の「もやさないごみ」の「可燃ごみ」としての処分により，処理経費の削

減に努める必要があると考えます。 

３ ごみの適正な処理は，市民の適切な分別への協力によって達成されるため，

今回の見直しによりごみの区分の変更を行った際には，ごみカレンダーへの掲

載に限らず，市広報や市ホームページの活用等により，広く市民への周知，啓

発の徹底を図り，より多くの市民の理解と協力を得るよう努める必要があると

考えます。 

 ４  平成３１年４月から廿日市市との「可燃ごみ」の広域処理がスタートします。 

   「可燃ごみ」の広域処理に係る両市の経費負担については，主には処理施設

への「可燃ごみ」の搬入量に応じて算定することとなります。 

 このため，市民，事業者及び行政が連携し，引き続き「可燃ごみ」の減量化

に積極的に取り組む必要があります。 
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